
大和市手数料条例の一部を改正する条例 

大和市手数料条例（昭和２６年大和町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係の表第１号(1)の項中「登録住宅性

能評価機関」の次に「（以下「登録住宅性能評価機関」という。）」を加え、同項金額の

欄ア及びイ中「の場合」を「を新築する場合」に改め、同欄に次のように加える。 

ウ 一戸建ての住宅を増築し、又は改築する場合 ９，１００円 

エ 共同住宅等を増築し、又は改築する場合 次に掲げる共同住宅等の総戸数に応じ

次の(ｱ)から(ｸ)までに掲げる額を同時申請住戸数で除して得た額 

(ｱ) 総戸数が５以下の共同住宅等 １８，０００円 

(ｲ) 総戸数が６以上１０以下の共同住宅等 ３２，０００円 

(ｳ) 総戸数が１１以上３０以下の共同住宅等 ４６，０００円 

(ｴ) 総戸数が３１以上５０以下の共同住宅等 ８７，０００円 

(ｵ) 総戸数が５１以上１００以下の共同住宅等 １５０，０００円 

(ｶ) 総戸数が１０１以上２００以下の共同住宅等 ２５０，０００円 

(ｷ) 総戸数が２０１以上３００以下の共同住宅等 ３００，０００円 

(ｸ) 総戸数が３０１以上の共同住宅等 ３２０，０００円  

別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係の表第１号(3)の項金額の欄ア及

びイ中「の場合」を「を新築する場合」に改め、同欄に次のように加える。 

ウ 一戸建ての住宅を増築し、又は改築する場合 ６８，０００円 

エ 共同住宅等を増築し、又は改築する場合 次に掲げる共同住宅等の総戸数に応

じ次の(ｱ)から(ｸ)までに掲げる額を同時申請住戸数で除して得た額 

 (ｱ) 総戸数が５以下の共同住宅等 １６０，０００円 

 (ｲ) 総戸数が６以上１０以下の共同住宅等 ２６０，０００円 

 (ｳ) 総戸数が１１以上３０以下の共同住宅等 ５１０，０００円 

 (ｴ) 総戸数が３１以上５０以下の共同住宅等 ９１０，０００円 

 (ｵ) 総戸数が５１以上１００以下の共同住宅等 １，６００，０００円 

 (ｶ) 総戸数が１０１以上２００以下の共同住宅等 ２，９００，０００円 

 (ｷ) 総戸数が２０１以上３００以下の共同住宅等 ４，１００，０００円 

 (ｸ) 総戸数が３０１以上の共同住宅等 ５，０００，０００円 

別表都市の低炭素化の促進に関する法律関係の表第１号(1)の項中「住宅の品質確保

の 



 

促進等に関する法律第５条第１項に規定する」を削り、「登録建築物調査機関」の次に

「（以下「登録建築物調査機関」という。）」を加え、同項金額の欄中「この表において」

を削り、同表の次に次のように加える。 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係 

番

号 
名称 区分 金額 

１ 建築物のエ

ネルギー消

費性能の向

上に関する

法律（平成

２７年法律

第５３号。以

下この表に

おいて「法」

という。）第

２９条第１

項の規定に

基づく建築

物エネルギ

ー消費性能

向上計画の

認定申請手

数料（次号に

該当する場

合を除く。） 

(1) 法第３０条第１項

各号に掲げる基準に

適合していることに

ついて、あらかじめ

登録住宅性能評価機

関又は登録建築物調

査機関による審査を

受けた場合、住宅の

品質確保の促進等に

関する法律第６条第

１項に規定する設計

住宅性能評価書（日

本住宅性能表示基準

（平成１３年国土交

通省告示第１３４６

号）別表１ ５－１

断熱等性能等級の項

に定める等級４及び

同表５－２一次エネ

ルギー消費等級の項

に定める等級５（法

の施行の際現に存す

る建築物については

ア 一戸建ての住宅の場合 ４，７０

０円 

イ 共同住宅等の場合 次に掲げる

床面積の区分に応じそれぞれ次に定

める金額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メー

トル未満の共同住宅等 ９，４００

円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル

未満の共同住宅等 ２０，０００

円 

(ｳ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満の共同住宅等 

 ４５，０００円 

(ｴ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上の共同住宅等 

８１，０００円 

ウ 非住宅（人の居住の用に供する部

分以外の部分のみを有する建築物を

いう。以下同じ。）の場合 次に掲

げる床面積の区分に応じそれぞれ次



等級４以上）に適合

しているものに限

る。）の写しを添付し

た場合 

に定める金額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の非住宅 ９，４００

円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メート

ル未満の非住宅 ２７，０００円

(ｳ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満の非住宅 ８０，０００

円 

(ｴ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上１０，０００平方メ

ートル未満の非住宅 

１３０，０００円 

 (ｵ) 床面積の合計が１０，０００平

方メートル以上２５，０００平方

メートル未満の非住宅 

１６０，０００円 

(ｶ) 床面積の合計が２５，０００平

方メートル以上の非住宅   

２００，０００円 

エ ア、イ及びウに掲げるもの以外の

建築物の場合 イ及びウに掲げる

床面積（共用部分は、共同住宅等に

含む。）の区分に応じそれぞれの定

める金額のうち、当該申請に係るも

のを合算した金額 

  (2) 建築物エネルギー

消費性能基準等を定

次に掲げる床面積の区分に応じそれ

ぞれ次に定める金額 



める省令（平成２８

年経済産業省・国土

交通省令第１号。以

下この表において

「基準省令」とい

う。）第８条第１号

イ(2)及び同号ロ(2)

に適合する場合 

ア 床面積の合計が３００平方メー

トル未満の非住宅 ８７，０００円

イ 床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル未

満の非住宅 １５０，０００円 

ウ 床面積の合計が２，０００平方メ

ートル以上５，０００平方メートル

未満の非住宅 ２４０，０００円 

エ 床面積の合計が５，０００平方メ

ートル以上１０，０００平方メート

ル未満の非住宅 ３１０，０００円

オ 床面積の合計が１０，０００平方

メートル以上２５，０００平方メー

トル未満の非住宅 ３７０，０００

円 

カ 床面積の合計が２５，０００平方

メートル以上の非住宅 

 ４４０，０００円 

  (3) (1)及び(2)以外の

場合 

ア 一戸建ての住宅の場合 次に掲

げる床面積の区分に応じそれぞれ次

に定める金額 

(ｱ) 床面積の合計が２００平方メ

ートル未満の住宅 ３４，０００

円 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メ

ートル以上の住宅 ３８，０００

円 

イ 共同住宅等の場合 次に掲げる

床面積の区分に応じそれぞれ次に

定め 



   る金額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の共同住宅等 

６９，０００円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メート

ル未満の共同住宅等   

１２０，０００円 

(ｳ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満の共同住宅等   

２００，０００円 

(ｴ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上の共同住宅等  

２８０，０００円 

ウ 非住宅の場合 次に掲げる床面積

の区分に応じそれぞれ次に定める金

額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メー

トル未満の非住宅 ２３０，０００

円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メート

ル未満の非住宅 ３７０，０００

円 

(ｳ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満の非住宅 ５３０，００

０円 

(ｴ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上１０，０００平方メ



ートル未満の非住宅  

６５０，０００円 

(ｵ) 床面積の合計が１０，０００平

方メートル以上２５，０００平方

メートル未満の非住宅   

７７０，０００円 

(ｶ) 床面積の合計が２５，０００平

方メートル以上の非住宅 

  ８７０，０００円 

エ ア、イ及びウに掲げるもの以外の

建築物の場合 イ及びウ（(2)に該

当する場合は(2)アからカまで）に

掲げる床面積（共用部分は、共同住

宅等 

   に含む。)の区分に応じそれぞれの定

める金額のうち、当該申請に係るも

のを合算した金額 

２ 法第２９条

第１項の規

定に基づく

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画の認定申

請手数料（法

第３０条第

２項の規定

による申出

をする場合

に限る。） 

 前号(1)、(2)又は(3)に定める額に、

法第３０条第２項の規定による申出

を建築基準法第６条第１項の規定に

基づく建築物に関する確認申請とみ

なして建築条例別表第１号を適用し

た場合の手数料の額を加えた額 



３ 法第３１条

第１項の規

定に基づく

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画の変更認

定申請手数

料（次号に該

当する場合

を除く。） 

 第１号(1)、(2)又は(3)に定める額の

２分の１の額 

４ 法第３１条

第１項の規

定に基づく

建築物エネ

ルギー消費

性能向上計

画の変更認

定申請手数

料（同条第２

項において

準用する法

第３０条第

２項の規定 

 第１号(1)、(2)又は(3)に定める額の

２分の１の額に、法第３１条第２項に

おいて準用する法第３０条第２項の

規定による申出を建築基準法第６条

第１項の規定に基づく建築物に関す

る確認申請とみなして建築条例別表

第１号を適用した場合の手数料の額

を加えた額 

 による申出

をする場合

に限る。） 

  



５ 法第３６条

第１項の規

定に基づく

建築物エネ

ルギー消費

性能基準に

適合してい

る旨の認定

申請手数料 

(1) 建築物エネルギー

消費性能基準に適合

していることについ

て、あらかじめ登録

住宅性能評価機関又

は登録建築物調査機

関による審査を受け

た場合、法第３０条

の規定に基づく建築

物エネルギー消費性

能向上計画認定の通

知書の写し及び建築

基準法第７条第５

項、第７条の２第５

項又は第１８条第１

８項に規定する検査

済証の写しを添付し

た場合、都市の低炭

素化の促進に関する

法律第５４条の規定

に基づく認定の通知

書の写し及び建築基

準法第７条第５項、

第７条の２第５項又

は第１８条第１８項

に規定する検査済証

の写しを添付した場

合並びに住宅の品質

確保の促進等に関す

る法律第６条第３項

の規定に基づく建設

第１号(1)に定める額 



住宅性能評価書（日

本住宅性能表示基準

別表１ ５－１断熱

等性能等級の項に定

める等級４及び同表

５－２一次エネルギ

ー消費量等級の項に

定める等級４又は等

級５（法の施行の際

現に存する建築物に

ついては等級３以

上）に適合するもの

に限る。）の写しを

添付した場合 

  (2) 基準省令第１条第

１号ロ又は第８条第

１号イ(2)及び同号

ロ(2)に適合する場

合 

第１号(2)に定める額 

(3) 基準省令第１条第

１項第２号イ(2)及

び同号ロ(2)に適合

する場合 

ア 一戸建ての住宅の場合 次に掲

げる床面積の区分に応じそれぞれ

に次に定める金額 

(ｱ) 床面積の合計が２００平方メ

ートル未満の住宅 １７，０００

円 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メ

ートル以上の住宅 １９，０００

円 

イ 共同住宅等の場合 次に掲げる

床面積の区分に応じそれぞれ次に定



める金額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の共同住宅等 

３３，０００円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メー

トル以上２，０００平方メートル

未満の共同住宅等 ５７，０００

円 

(ｳ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満の共同住宅等 

 １００，０００円 

(ｴ) 床面積の合計が５，０００平方

メートル以上の共同住宅等 

 １６０，０００円 

(4) (1)、(2)及び(3)

以外の場合 

ア 一戸建ての住宅の場合 次に掲

げる床面積の区分に応じそれぞれ次

に定める金額  

(ｱ) 床面積の合計が２００平方メ

ートル未満の住宅 ３４，０００

円 

(ｲ) 床面積の合計が２００平方メ

ートル以上の住宅 ３８，０００

円 

   イ 共同住宅等の場合 次に掲げる

床面積の区分に応じそれぞれ次に

定める金額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の共同住宅等 

 ６９，０００円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メー



トル以上２，０００平方メートル

未満の共同住宅等 １２０，００

０円 

(ｳ) 床面積の合計が２，０００平方

メートル以上５，０００平方メー

トル未満の共同住宅等 

２００，０００円 

(ｴ) 床面積の合計が５，０００平

方メートル以上の共同住宅等 

 ２８０，０００円 

ウ 非住宅の場合 次に掲げる床面

積の区分に応じそれぞれ次に定め

る金額 

(ｱ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル未満の非住宅 

２３０，０００円 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メ

ートル以上２，０００平方メー

トル未満の非住宅  

３７０，０００円 

(ｳ) 床面積の合計が２，０００平

方メートル以上５，０００平方

メートル未満の非住宅   

５３０，０００円 

(ｴ) 床面積の合計が５，０００平

方メートル以上１０，０００平

方メートル未満の非住宅 

６５０，０００円 

(ｵ) 床面積の合計が１０，０００

平方メートル以上２５，０００

平方メートル未満の非住宅 



７７０，０００円 

(ｶ) 床面積の合計が２５，０００

平方メートル以上の非住宅 

 ８７０，０００円 

   エ ア、イ及びウに掲げるもの以外

の建築物の場合 イ（(3)の場合は

(3)イ）及びウ（(2)の場合は第１

号(2)アからカまで）に掲げる床面

積（共用部分は、共同住宅等に含

む。）の区分に応じそれぞれの定

める金額のうち、当該申請に係る

ものを合算した金額 

附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


